
第 3 回 市民一人ひとりが輝く都市第２分科会 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 26 年 2 月 17 日(月) 15 時 00 分～16 時 15 分 

 

２ 会場 

久留米市商工会館 2 階 204 会議室 

 

３ 出席委員（順不同） 

委員 8 名 

佐藤晶二委員、田島スマ子委員、西依直子委員、橋本政孝委員、橋本安彦委員、宮崎須美子

委員、八尋義伸委員、吉田輝彰委員 

 

4 欠席者 

石井宏和委員 

 

5 議事 

（１） 分科会審議結果の報告について 

①次期基本計画における重点課題について 

②取り組むべき施策や課題、施策(小分類)内容について 

（２）その他 

 

 

発言要旨 

 

1 開会 
 

■事務局より欠席者の報告、資料確認 

 

○吉田輝彰分科会長 

第 3 回分科会を始めます。皆さん、よろしくお願いします。 
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2 議事 

 
○吉田輝彰分科会長 

まず、｢議事１ 次期基本計画における重点課題｣についての審議に入る。前回の分科会での

審議結果をまとめた報告書をもとに審議をしていく。事務局から説明をお願いする。 

 

■事務局にて、案文読み上げ 

 

 

○吉田輝彰分科会長 

前回出た意見の三点については、こういうかたちで間違いないと思うが、相違点があれば意見

をお願いしたい。最後の義理と人情の部分は、石井宏和委員から意見が出ていたと思う。 

 

○佐藤晶二委員 

これでいいと思う。 

 

○吉田輝彰分科会長 

みなさん、これでよろしいですね。 

これでよければ、「１ 次期基本計画における重点課題」については、この三点で報告する。 

次の「２ 取り組むべき施策と課題、施策（小分類）内容」の第２節、第３節、第４節について、説

明をお願いする。 

 

■事務局にて、案文読み上げ 

 

 

○吉田輝彰分科会長 

この件についても第２節、第３節、第４節において、みなさんに議論してもらったことが、よくまと

められていると思うが、第３節の芸術家が住みやすいまちだけは、芸術家だけが強調されている

ような気がする。 

 

○橋本安彦委員 

芸術家プラス、何かを付け加えるのがいいと思う。芸術家に限定されている気がする。文化芸

術活動の推進などがよいかもしれない。 

 

○吉田輝彰分科会長 

議事録の１６頁あたりに、みなさんの意見が載っている。事務局で何か文言を入れてもらうこと
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はできないか。 

 

○橋本安彦委員 

文化人的なものがいいと思う。 

 

■事務局 

芸術家に固定するのはなかなか難しい。 

 

○橋本安彦委員 

芸術家の卵のような人たちもいるということ。 

 

■事務局 

文化芸術の活動を行おうとする方々が住みたいと思えるまちのことであるから、その辺の工夫を

行ないたい。 

 

○吉田輝彰分科会長 

ここはもう一度、案文をつくってもらいたい。 

 

○佐藤晶二委員 

第３節は文化芸術いわゆるアート的な意見が多かったが、今、ソチオリンピックが行われてい

て、アスリートの話もたくさん出ている。今、教育改革プランを教育委員会が行なっている。東京

オリンピックも決まったので、久留米からもスポーツ発信やアスリートを育てるという、将来性の話

を入れたほうがよいと思う。小学生や中学生を育てるといった意味でも、追加が可能であるなら、

追加したほうがいい。 

 

○吉田輝彰分科会長 

小分類でスポーツ環境の充実が謳われている。 

 

○佐藤晶二委員 

世界に拡げる話だと思う。東京オリンピックがあるなら、そういうことも必要だと考えた。 

 

○吉田輝彰分科会長 

今度、国が力をいれてやろうとしている。予算を付けて一流選手を育てようとしている。 

 

○佐藤晶二委員 

久留米で優秀な子を育てるという意味で、全体的なレベルアップが必要だと思う。方針を打ち
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出した方がいい。例えば、アスリートを筑豊・筑後地区一円から久留米に集め、育てる計画があ

れば、総合計画としてはいいと思う。 

 

○吉田輝彰分科会長 

そういう取り組みも小分類の「③誰もが楽しめるスポーツ環境の充実」に入る。事務局で第３節

に、このことを入れてもらいたい。 

 

■事務局 

わかりました。 

 

○八尋義伸副分科会長 

第 2 節の「防災力の強化」だが、自然災害も未然に防がなくてはならない。また特に人災の未

然防止、この分科会でも、前回意見の出た火災を未然に防ぐ女性防火クラブのことだが、はっき

り女性防火クラブに目的を持ってもらうためにも、ここで何か書いたほうがいい。ここでは力点をど

こに置くかが謳われているが、自然災害と人災の両方の未然防止が必要になると思う。 

 

■事務局 

自助、共助、公助の役割分担だけ書いているので、そこの共助の部分に今述べられた主旨を

工夫して盛り込めればと思う。 

 

○吉田輝彰分科会長 

旧 27 校区は全部、女性防火クラブができている。 

 

○田島スマ子委員 

だいたい、できている。 

 

○吉田輝彰分科会長 

旧四町も、婦人会でやっている。 

 

○田島スマ子委員 

機能しているかは別にして、できている。 

 

○吉田輝彰分科会長 

今、八尋義伸副分科会長が述べた女性防火クラブへの援助を、どこまで盛り込んでいくか。 

現実、ほとんどは女性の会で結成されている。災害時の炊き出しを行なうとすれば、実質女性

の会。名前は女性防火クラブになっている。それぞれ校区で原資の大小がある。 
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■事務局 

この内容を詰めていくなかでは、弱者対策というか、災害弱者、要援護者支援といった体制を

充実していかなければならないと考える。今述べられた女性防火クラブのような共助の組織が機

能していることが大事であり、工夫しなければならないと感じる。 

 

○吉田輝彰分科会長 

各校区で話を聞くと、災害時の要援護者支援ということが、言葉だけひとり歩きしているようだ。

これは何のためにやるのか、これは要援護者のための組織づくりのためである。自主防災会との

ミックスがうまくいっていない校区もある。自主防災会は自治体でつくっているが、要援護者支援

はうまく機能していない。自治会は各自治員さんたちに呼びかけてはいるが、民生委員に頼って

いるところがある。民生委員さんは、行政から名簿が出てこないなどの話があった。今は改善さ

れているようだが、これらの問題を総合的に解決しないといけない。 

 

○田島スマ子委員 

民生委員は、要援護者のことを大まかには把握できている。女性防火クラブ等は自助・共助の

意識付けが必要だと思う。 

 

○吉田輝彰分科会長 

校区によって、ものすごく格差がある。どこに力点を置くかを事務局でまとめてもらえないか。他

にないか。 

 

○宮崎須美子委員 

｢１ 次期基本計画における重点課題｣の一つ目、地域の持つ個性や特徴を尊重しながら、全

市が一体感を持って取り組むに関連するが、久留米市を良くするも、悪くするも子どもの教育だ

と思う。これは親と教育界の責任で、これには道徳教育の強化が必要。私たちのときにはあった。

以前、講演会で聞いたが、日本人のマナーが悪くなっている原因は、家庭教育の問題、マナー

を守らない大人の増加、子どもの悪徳を見逃す大人の問題など、全てが大人の問題とあった。

親を教育することも必要です。 

 

○吉田輝彰分科会長 

宮崎須美子委員が述べたとおりだと思う。私も校区でそのような話をする。子が悪いのは親が

悪い、親が悪いのは、祖父母が悪い、というように連鎖していく。仕事ばかりで、人間教育ができ

ていない。 
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○宮崎須美子委員 

先ほどのアスリートを育てることと同じ。私たち世代の責任かもしれない。 

 

■事務局 

今、ご指摘してもらった事柄に関して言えば、骨子案の１３頁の真ん中に、「３ 未来へつながる

教育の推進」とある。これは、別の分科会で議論をしてもらっているが、次代を担う「生きる力」を

持った子どもを育成するためということである。当然、学力はあるが、それと豊かな心、社会性、

規範性、このような育成の指導を行ないたい。そのためには、それを支える教職員の資質向上、

学校施設の改築・改修による教育環境の整備、保護者・地域と連携した教育課題の解決に向け

た取り組みなどがある。具体的には、各学校で地域学校協議会ということで、地域の方にも入っ

てもらい、開かれた学校というところで、その取り組みを今度の基本計画の中でも充実させていき

たいと考えている。 

 

○吉田輝彰分科会長 

第２節、第３節では事務局に修正をお願いした。 

第４節では何かないか。この中のコミュニティ意識や郷土愛を育てるような人間形成のための取

り組みは、今、宮崎須美子委員が述べたことも関わっている。全部、繋がっているということであ

る。第４節はこれを承認としてよいか。 

 

○田島スマ子委員 

六角堂広場のような、と書いてあるが、今度の都市プラザでも、同じような利用ができるのか。 

 

○橋本安彦委員 

名称はまだ決まっていないが、六角堂と同じところに、より広く、雨の日も使用できるものができ

る。 

 

○田島スマ子委員 

そのような利用の仕方ができるわけですね。 

 

○橋本政孝委員 

平成２７年度中には完成する。 

 

○吉田輝彰分科会長 

事務局からは何かないか。次が全体の報告会ですか。 
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■事務局 

はい。 

 

○吉田輝彰分科会長 

それでは、今、出た箇所を修正いただくということでいいか。 

 

■事務局 

修正内容は、個別に委員さんに確認させていただきます。 

 

○吉田輝彰分会長 

これが終わった後の審議会の流れはどうなるのか。 

 

■事務局 

今後の流れとしては、３月末か、４月上旬に全体会議で報告をしていただきます。そこで、ご意

見があれば、またお聞きする。そして、日にちを改めて、ご意見を踏まえた最終案を提出します。

最終案に対して、分科会の第２ラウンドとして、ご意見をもらいたいと考えています。 

 

○吉田輝彰分科会長 

この分科会の報告に対しては、他の分科会から質問が出るのか。 

 

■事務局 

他の分科会についても意見を言いたいという委員がいれば、意見を聞くということになります。 

 

○吉田輝彰分科会長 

全部連携している。基本計画は壮大な計画である。みなさん、他にご意見があるならお願いす

る。なければ、今日の修正点を事務局にお願いして終了とする。 

 


